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また、報道機関等の協力を得て、地上デジタルテレビ放送やケーブルテレビ放送、ラジオ

放送等を通じた河川情報の提供に努める。 

 

（５） 水辺の安全利用・河川環境に関する情報の提供 

河川の水難事故を未然に防ぐことを目的として、子どもを対象とした水辺の安全利用知

識の普及促進のための講習会をＮＰＯ等の住民団体と連携して実施する。また、河川環境

に親しみを感じてもらうことを目的として、水生生物調査や環境学習等もＮＰＯ等の住民

団体と連携して実施する。 

 

（６） 水門等操作員の担い手の育成 

洪水時の水門等の操作を適確に実施するために、毎年１回、操作員を対象とした講習会

等を自治体と連携して実施する。また、サラリーマン化や高齢化の進展に伴い、今後、操

作員の担い手が不足することを考慮し、個人による操作体制から、地域団体による共同操

作体制への転換を図っていく。 

 

（７） 学校等が行う水防災教育の支援 

過去の水害や洪水時の避難など、水災害に関する基礎的な知識を普及促進させるために、

河川に関する基礎的な知識や情報を提供し、学校等が行う防災教育を積極的に支援する。 

 

 

８．効率化・改善に向けた取り組み 

  

（１） 定量的な基準による河道管理 

土砂堆積、樹木繁茂に対する河道の流下能力の維持、河床低下や洗掘等に対する施設機

能の維持のための河道管理については、一層の技術研鑽を図り、管理基準の定量化や閾値

の明確化、精度向上等に努める。 

 

（２） 定量的な基準による堤防管理 

堤防の安定性や耐侵食性能、耐浸透性能を維持するための堤防管理については、一層の

技術研鑽を図り、管理基準の定量化や閾値の明確化、精度向上等に努める。 

 

（３） 再堆積しにくい掘削方法の追求 

河道掘削を実施する場合には、流下能力の長寿命化による維持管理費用の縮減を図るた

めに、再堆積しにくい掘削方法について、一層の技術研鑽を進める。 

 

（４） 老朽構造物の適確な診断と長寿命化 

水門・樋門、堰、排水機場等の老朽化が進行することを踏まえ、コンクリート部の診断

基準や機械設備の傾向管理の手法、管理基準の定量化、閾値の明確化、精度向上等に努め

るとともに、長寿命化のための対策工法の確立に努める。特に、完成後３０年経過した施
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設については、コンクリート標準示方書維持管理編に準じてコンクリート健全性を診断す

るための点検（コンクリート診断士による外観点検）を実施し、異常が認められたときに

は、必要に応じて詳細な診断調査を行うように努める。 

 

（５） 非常時を想定したゲート設備の操作 

洪水時操作の信頼性及び操作員の安全性の確保を目的として、排水機場は急激な水位上

昇等により操作員の到着が間に合わない場合や、氾濫危険水位を上回る洪水により操作員

が退避した場合等に活用する遠隔監視・操作の機能の実装を進める。また、樋門等は背後

地の土地利用や洪水時操作を考慮しつつ操作員による操作を必要としない無動力ゲート

（フラップゲート等）への転換を促進する。 

 

（６） 河川維持管理のデータベース整備 

河川カルテのほかにも、河川維持管理に関する各種情報の蓄積を図り、データに基づく

ＰＤＣＡサイクルによる河川維持管理を一層推進していくために、RiMaDIS の機能改善に

努める。 

 

（７） 被災原因の究明と得られた知見の活用 

堤防や河川構造物等が洪水の作用等によって被災したときには、被災の機構や原因の究

明を行い、それによって得られた知見を復旧に反映させるとともに、今後の計画や設計に

反映させる。 

 

（８） 堤防被覆植生の長寿命化 

堤防の被覆に使用する植生については、これまで「野芝」を採用してきたが、短期間で

雑草に遷移して除草コストの増大や点検・巡視に支障が生じている。このため、被覆機能

の永続性に優れる改良芝等を採用するなど、堤防の治水機能の維持や点検・巡視への支障

の解消、除草コスト縮減を図るための取り組みを進める。 

 

（９） 施設の操作周辺の土地利用や河川特性を踏まえた操作 

水門・樋門、堰、排水機場等の操作については、河川改修の進捗や土地利用の変化等を

踏まえて、常に効率的かつ効果的な操作となるように、必要に応じて適宜見直しを行う。 

 

（１０）河川標識の改善 

河川区域に設置する標識（看板類）については、わかりやすさの向上と周辺景観との調

和を図るために、ピクトグラム（図記号）の採用や重要度に応じて色により分類するなど、

統一的なルールに従って設置または改善を図る。なお、河川区域に設置する標識は、必要

最小限とする。 
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関連基準等 

・ 河川砂防技術基準 維持管理編 令和 3 年 10 月 

・ 河川砂防技術基準（案）調査編 平成 26 年 4 月（令和 3 年 4 月の部分改定） 

・ 水文観測業務規程 平成 29 年 3 月 

・ 河川水質調査要領 平成 17 年 3 月  

・ 電気通信施設点検基準（案）令和 2 年 11 月 

・ 河川水辺の国勢調査マニュアル 平成 28 年 1 月 

・ 九州地方整備局平常時河川巡視規程 令和 2 年 3 月 

・ 九州地方整備局出水時河川巡視規程 平成 24 年 11 月 

・ 堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 平成 31 年 4 月  

・ 河道、堤防、施設の点検及びデータ管理の手引き 令和元年 12 月（九州地方整備局版） 

・ 地震後の点検要領 平成 26 年 9 月（九州地方整備局版） 

・ 河川用ゲート設備点検・整備標準要領（案） 平成 28 年 3 月 

・ 河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案） 平成 27 年 3 月 

・ 河川ポンプ設備点検・整備標準要領（案） 平成 28 年 3 月 

・ 河川用ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案） 平成 27 年 3 月  

・ 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 平成 24 年 5 月 

 

 

 

 




